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練馬区では、平成21年12月に新たな区政運営の指針として、平成30年代初頭を目標

年次とする「練馬区基本構想」を策定し、区のめざす10年後の姿を「ともに築き 未来へ

つなぐ 人とみどりが輝く わがまち練馬」としました。また、基本構想を実現するため

の区政経営の基本姿勢の一つに「区民と区との協働のまちづくり」を掲げ、区民やさまざ

まな団体、事業者と区が、それぞれの持ち味を十分発揮しながら、地域の多様な課題の解

決に力を合わせて取り組み、より良い練馬のまちをともに築いていけるよう、協働の仕組

みづくりを進めることとしています。 

 これを踏まえ、平成22年３月には、町会・自治会やＮＰＯ・ボランティア団体等のさま

ざまな活動団体との協働事業を一層推進する仕組みづくりに向け、「練馬区区民との協働指

針」を策定しました。 

練馬区協働事業提案制度は、この協働指針に基づく施策の一つであり、多様化・複雑化

する地域課題に対して、町会・自治会やＮＰＯ・ボランティア団体などの自由な発想や地

域性、専門性、柔軟性を活かした事業を募集し、提案団体と区が、それぞれの持つ資源（知

識、経験、人材、情報、資金など）を持ち寄り、力を合わせて課題解決に取り組むことで、

「区民の協働事業への信頼性と参加意欲の向上」「区職員の協働事業への意識の向上とスキ

ルアップ」を図りながら、「区民と区との協働のまちづくり」を推進することを目的とする

ものです。 

 

 

【協働の定義】 

多様な活動主体と区、または活動主体同士が、それぞれの役割を明確にし、互いの特性

を理解・尊重したうえで、地域課題の解決という共通の目的に向かって、連携・協力して

活動していくこと。 

【協働の原則】 

①対等の原則、②相互理解の原則、③自主性の尊重の原則、④情報公開の原則、⑤自立 

化の原則、⑥目的共有の原則 

        （「練馬区区民との協働指針」より抜粋） 
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次のいずれかの事業提案を募集します。なお、応募できるのは原則として、１団体につ

き１事業とします。 

 

１ 特定分野に関する事業等への自由提案 

次の⑴～⑷の分野から団体が自由に公共的課題を設定し、その課題解決にあたり、

団体と区とが協働で取り組むことで、効果的な課題解決が期待できる事業の提案。  

（区が負担する経費の上限額は１事業あたり５０万円です。） 

 

⑴ 循環型社会づくり・みどりを育む活動に関する事業 

⑵ 健康づくりに関する事業 

⑶ 防災・防火・防犯に関する事業 

⑷ 上記⑴～⑶以外の分野で緊急性の高い事業 

 

 
 

２ 平成 23 年度協働事業実施事業の継続提案 

   平成 22年度練馬区協働事業提案制度（平成23年度実施分）により実施している協

働事業で、継続して取り組む必要がある事業の提案。 

  （区が負担する経費の上限額は、現在負担している額と同額になります。） 
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      提案事業の募集・受付 

８月１日～９月３０日 

 

 

       一次審査（書類） 

（１０月） 

 

 

     事業関係課との意見交換 

（１１月） 

 

 

     公開プレゼンテーション 

         二次審査（１２月） 

   

 

     候補事業の決定（１２月） 

 

 

    候補事業の提案団体と事業 

関係課が事業化に向けて協 

議（平成24年１月～） 

 

 

    事業化決定・協定書等の作 

成（３月～） 

 

 

       事業実施（４月～） 

 

 

     中間評価（確認）（10月） 

 

 

    事業完了（平成25年３月） 

 

 

    最終評価（平成25年 5月） 

        公開事業報告会 

 

 

企画提案書を書くにあたりアドバイスが欲しいとい

う団体は、ＮＰＯ活動支援センターにご相談ください。

また、協働事業企画提案書の提出にあたり、区事業関

係課との意見交換を行うことができます。（事前に意見

交換シートを提出） 

提出された書類は、協働事業提案制度審査委員会で一

次審査を行い、二次審査の対象となる提案事業を選定し

ます。（二次審査の対象事業に対して、審査委員会より

実施方法等について意見を出す場合があります。） 

二次審査の対象となった事業の提案団体は、事業の実

現性、効率性を高めるため、区事業関係課と意見交換を

行い、必要に応じて企画書等の修正を行います。 

二次審査の対象となった事業の提案団体は、公開プレ

ゼンテーションの場で提案事業の内容を説明し、審査委

員からの質疑に対して応答していただきます。 
公開プレゼンテーションに参加できない団体は、審査

の対象外となります。 
プレゼンテーション終了後、審査会（非公開）を開催

し、協働事業に適した事業を選定します。 

候補事業の提案団体は、事業関係課と事業化に向け

て、具体的な協議を行います。 

候補事業の提案団体は、区事業関係課との協議が整っ

た段階で、協働事業の実施にかかる協定書を作成し、取

り交わします。 
なお、事業化の決定は、平成 24 年度予算の成立が条

件となります。 

事業実施団体と区事業関係課は、協働事業の進捗状況

と協働のプロセスについて確認を行います。その際、練

馬区区民協働推進会議の委員よりアドバイス等を行う

場合があります。 

事業実施団体は、事業完了後、事業報告書を作成し、

区へ提出していただきます。 

事業実施団体と区事業関係課は、協働事業の評価を行

います。また、公開事業報告会に参加し、事業報告を行

っていただきます。その後、練馬区区民協働推進会議が、

協働事業の評価を行い、評価結果を公表していきます。

区長は、審査委員会の選定結果を踏まえ、協働事業の

候補事業を決定します。 
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この制度で提案できる事業は、次に掲げるすべての要件を満たす事業です。 

１ 募集内容１または2のいずれかに該当する事業 

２ 練馬区基本構想および長期計画等の実現に資する事業 

３ 提案した団体が主体的に実施する事業 

４ 公共性の高い事業で、地域課題の解決に向けた新たな取り組みが期待できる事業 

５ 役割分担が明確かつ妥当で、協働での効果が見込まれる事業 

６ 平成 2５年３月までに具体的な効果または成果が期待できる事業 

７ 予算の見積もりなどが適正に積算できる事業 

  
※ 次の事項に該当する事業はこの制度の対象とはなりません 

１ 営利を目的とした事業（事業実施に伴い参加費等の収入がある場合、その収入が事

業に係る支出を上回る事業） 

２ 事業の成果が特定の個人や団体だけに帰属する事業 

３ 調査、研究、計画のみを目的とし、事業の実施が伴わない事業 

４ 施設の建設や整備を目的とした事業 

５ 政治または宗教活動を目的とした事業 

６ 地域住民の交流事業など親睦会的なイベント事業 

７ 国や地方公共団体（練馬区を含む。）などから助成等を受けている事業、または受け

る予定のある事業 

 

 

 

この制度で提案できる団体は、町会・自治会、特定非営利活動法人、ボランティア活動

団体等の地域活動団体および社会貢献活動を行う事業者などで次の要件をすべて満たす団

体です。（複数団体の共同提案可） 

１ 練馬区内に事業所が有り、区内で事業を実施している団体であること 

２ ５名以上の会員で組織されていること 

３ 組織の運営に関する規則、規約、会則等があり、構成員名簿を備えていること 

４ 予算・決算が適正に行われていること 

５ 原則１年以上の活動実績があり、協働事業の業務を遂行できる能力と実績を有して

いること 

６ 団体の責任者および連絡責任者が特定できること 

７ 事業報告（公開事業報告会での報告を含む）および会計報告ができること 

８ 宗教活動または政治活動を目的とした団体でないこと 

９ 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。）

にある者、若しくはその候補者、または政党を推薦し、支持し、またはこれらの反対

することを目的とした団体でないこと 
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10 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または、暴力団若しくは暴力団員

の統制下にある団体でないこと 

 

 

 

この制度で実施する協働事業の期間は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日

までに完了する事業です。複数年度にまたがる事業は提案できません。 

 ただし、区長が特に必要と認める場合は、この制度で最大１年間継続実施することがで

きます。（継続の場合でも審査はあります。） 

 

 

 

 

 平成 2３年９月３０日（金）までに次の書類を提出してください。 

 １ 協働事業企画提案書（第１号様式） 

 ２ 協働事業企画書（第２号様式） 

 ３ 協働事業収支予算書（第３号様式） 

 ４ 団体概要書（第４号様式） 

５ 団体の定款・規則・会則等 

 ６ 団体の構成員名簿（団体役員および事業に関わる者の氏名・住所が記載されたもの） 

 ７ 団体の現年度の事業計画書 

 ８ 団体の前年度の事業報告書 

９ 団体の活動がわかるもの（今まで実施した事業のチラシなど Ａ４用紙で５枚以下） 

 

※ 第１号様式から第４号様式は、区ホームページの「暮らしのガイド」＞「お知らせ」

＞「協働事業提案制度 提案事業の募集」のページからダウンロードできます。 

 

 留意事項 

 ■提出いただいた書類等については、返却いたしません。 

 ■提出いただいた書類等は、個人情報を除き原則として情報公開の対象となります。 

 

 

 

 

 平成2３年８月１日（月）から平成2３年９月３０日（金）午後５時まで 

※ 提出書類は次の提出先に直接ご提出ください。（提出にあたっては事前にご一報く

ださい。） 
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※ 受付時間 平日 午前９時から午後５時まで 

練馬区区民生活事業本部産業地域振興部 

地域振興課区民協働推進担当係（練馬区役所本庁舎９階） 

 住所：練馬区豊玉北６丁目12番１号 

 電話：０３－５９８４－１２４７（直通） ＦＡＸ：０３－３５５７－１３５１ 

 e-mail：chiiki11@city.nerima.tokyo.jp 

   

 

 

この制度で、練馬区が負担する経費の対象となるのは、事業実施に必要な経費のみ（下

表のとおり）です。 

 

区 分 内    容 

人件費 事業の企画・準備・実施に係る人件費、法定福利費 

諸謝金 講師、専門家への報償費 

消耗品費 消耗品、事務用品など 

印刷費 ポスター・チラシなどの印刷費 

交通費 事業に関わるスタッフの交通費 

保険料 ボランティア保険、行事保険、損害保険など 

通信費 事業実施に必要な郵便など 

賃借料 事業実施に伴う会場使用料、リース料 

租税公課 事業実施に必要な契約に伴う印紙代 

その他経費 その他事業を実施するために必要と認められる経費 

 

 ※ 次の経費は対象となりません。 

 １ 団体の構成員のみを対象とした講座、講演会に係る経費 

 ２ 団体の構成員が講師となる講座、講演会などの講師謝礼 

 ３ 団体運営に係る人件費 

 ４ 備品（２万円以上）購入費 

 ５ 事務所の賃借料（敷金・礼金等の経費含む） 

 ６ 事務所の光熱水費 

 ７ 団体の構成員を対象とした飲食費 

 ８ 団体の運営に係る租税公課 

 ９ その他事業実施に直接関わらない経費 
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留意事項 

■提案団体の自己資金、受益者から徴収する利用料などの負担金、役割分担に基づき練

馬区に負担を求める経費を、協働事業収支予算書に記載してください。 

■練馬区が負担する経費については、各事業の上限額の範囲内で提案団体と事業関係課

との協議の中で決定します。 

■事業終了後に、練馬区が負担した金額に残額が生じた場合には、精算をしていただく

ことになります。 

 

 

 

 

 提案された事業については、学識経験者、各種団体の代表、公募区民、区職員で構成さ

れる協働事業提案制度審査委員会において、書類審査、公開プレゼンテーションによる審

査を行い、協働事業に適した事業を選定し、その結果を区長へ報告します。 

 区長は、審査委員会からの報告を踏まえ、協働事業の候補事業を決定します。 

 なお、審査は非公開で行いますが、審査・選定結果については、その理由等も含めて提

案団体に通知するとともに、区ホームページ等で公開します。 

 

審査の基準  

審査基準 審査の視点 

事業の 

目的・公共性 

・解決する課題、目指す状態が明確であること 

・区民ニーズが客観的に把握できていること 

・公共性があり、重要度、優先度が高い課題に対する事業であること 

企画力 
・目的を達成するための手段として適切であること 

・個性的であること（特色・特徴があること） 

事業の 

実現性 

・事業計画は適切であり、事業内容が明確であること 

・事業実施に伴う人員体制が適切であること 

・事業実施に必要な人材や機材が確保できること 

・発展性、将来性（自立化など）が期待できること 

事業の目標 
・事業の目標が明確かつ適切であること 

・目的を達成するための、具体的な成果・効果が期待できること 

協働の効果・ 

必要性 

・役割分担が明確かつ適切であること 

・協働で取り組むことにより効果的・効率的な事業の実施が期待できること

・区民の地域への参加意識の高揚、地域活動の活性化が期待できること 

事業費 
・収支予算書の記載内容や積算根拠が明確かつ妥当であること 

・事業の経費に見合う成果・効果が期待できること 
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二次審査を通過し、協働事業の候補となった事業の提案団体と区事業関係課は、事業化

に向けての協議を行います。協議が整った段階で、協働の協定書等を取り交わします。 

 また、事業の実施については、平成2４年度の予算成立が条件となります。  

 

協議・確認事項 例 

 ■立場の違いを理解 

 ■課題、ニーズの把握と目的の共有 

 ■事業実施に向けての実施可能な計画の策定と役割分担 

 ■事業を進めるうえでの協議の場（見直しの場）の確認 

■会計のルールの確認 

 ■情報公開の確認 

 ■事故やトラブルへの対応等 

 

 

留意事項 

■協議の結果、最終的に協議が整わなかった場合は、事業化を見送る場合もあります。 

■事業化へ向けての協議および実施過程において、事業の要件や提案団体の要件を満た

していないことが判明した場合には、事業を中止することとします。 

 

 

 

 

 制度運用の透明性を確保するため、個人情報に配慮しながら、提案団体名や提案された

事業の概要については、区ホームページ等で公開していきます。 

 公開プレゼンテーションの対象となった提案事業については、協働事業企画書（第２号

様式）および事業のスケジュールがわかるものを、当日の資料として来場者へ配布します。 

 提出された書類等は、個人情報を除き原則として情報公開の対象となります。 
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協働事業提案制度 意見交換シート 

 
 協働事業提案制度において、企画提案書提出前に事業関係課と意見交換を希望する場合

は、このシートに協働事業企画書（完成前でも可）を添付して地域振興課へ提出してくだ

さい。 

 提出いただいたシートをもとに、区の事業関係課との意見交換会を実施します。 
  

 

（ふりがな） 

団体名 

 

団体住所  

氏 名  
代表者 

住 所  

氏 名  

住 所  

電 話 （ＦＡＸ） 

区
か
ら
の 

連
絡
先 

メール  

意見交換会で事業

関係課に確認した

い事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換 

希望日時 

・意見交換の時間は、平日午前９時～午後５時の間で１事業１時間の予定です。

・意見交換の期間は平成2３年９月2７日までです。 

・意見交換会は、原則、練馬区役所本庁舎内で行います。 

 

第１希望 

   月  日   時から 

第２希望 

   月  日   時から 

第３希望 

   月  日   時から 

※ 事業関係課と調整のうえ、意見交換日時を連絡します。 

参加予定人数 
会場の都合上３名以下でご参加ください。 

  名 
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（第１号様式）（第４条関係） 

協 働 事 業 企 画 提 案 書 

 

練馬区長  宛 

 

（提案団体） 

                団 体 名 

代表者名                  印 

住  所 

 

 

練馬区協働事業提案事業について、下記のとおり提案します。 

 

 

１ 提案区分  □ 特定分野に関する事業への自由提案 

          （分野名：            ） 

        □ 平成 23 年度協働事業実施事業の継続提案 

 

２ 企画書   別紙「第２号様式」のとおり 

 

３ 収支予算書 別紙「第３号様式」のとおり 

 

４ 団体概要  別紙「第４号様式」のとおり 

 

（添付書類） 

  １ 団体の定款・規約・会則等【任意様式】 
２ 団体の構成員名簿【任意様式】 
３ 団体の事業計画書（現年度分）【任意様式】 
４ 団体の事業報告書（過去１年分）【任意様式】 
５ 活動内容がわかるチラシ（Ａ４ ５枚以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

（第２号様式）（第４条関係） 

協 働 事 業 企 画 書 
 

１ 提案団体名  

２ 提案事業の名称  

３ 

 

事業の目的 

 

■現状と課題、目指す状態を記載してください。（現状と課題を裏づ

けるデータやアンケート結果などがありましたら、それらを含めて

記載してください。） 

■継続提案事業の場合は、今年度の取り組みの状況を含めて、現状と

課題、目指す状態を記載してください 

４ 

 

 

 

 

事業内容 

 

実施体制 

 

 

 

 

■事業内容を具体的に記載してください。（団体の専門性や地域性、

過去の実績などを活かした事業の場合は、その内容がわかるように

記載してください。） 

■事業対象エリア、事業対象者、実施場所、日時、参加予定者など事

業内容を具体的に記載してください。 

■事業実施に伴う作業内容・人員体制（責任者・スタッフ数・役割分

担など）・作業スケジュールなどを具体的に記載してください。 

■他団体等との連携を予定している場合は、その旨も記載してくださ

い。 
 

※実施内容や実施体制を簡潔に示すため、図表（任意様式）などの使

用していただいても結構です。 

５ 事業の目標 
■この事業の達成度を確認する方法、指標を具体的に記載してくださ

い。 

６ 役割分担 

■区に期待する役割を具体的に記載してください。 

 

■団体が担う役割を具体的に記載してください。 

 

７ 協働の必要性 

■協働で取り組む必要性、期待できる効果、利点を具体的に記載して

ください。 

■継続提案事業の場合は、協働を継続する必要性、期待できる効果、

利点も含め、記載してください。 

８ 

 

協働事業実施年

度を含めた将来

的な事業の展望 

 

■協働事業実施期間中における事業の充実に関する取り組み予定が

ありましたら記載してください。 

■協働事業実施期間終了後の事業の展望がありましたら記載してく

ださい。 

枠は必要に応じて広げて記入してください。 

字の大きさは 10～12 ポイントで、A４用紙３枚以内を目安としてください。（両面印刷可） 
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（第３号様式）（第４条関係） 

協 働 事 業 収 支 予 算 書 

 

提案事業名 
 

 

 

区 分 金 額 算出根拠（単価×数量等） 

■受益者からの利用

料、団体の自己資金 

などがありましたら

記載してください。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

収 

 

 

入 

 

 

 

区負担金   

収入計   

 

 

 

 

 

 

支 

 

 

 

出 

 

 

 

 

 

■募集要項の６Ｐを

参照に区分を分けて

記載してください。 

■複数の事業を実施

する場合は、事業ごと

に区分を分けて記載

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支出計   

印刷費やリース料などは、一般的に価格の把握ができないものについては、積算の根拠となる書

類を提出していただく場合があります。 
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（第４号様式）（第４条関係） 

団 体 概 要 書 

 

（ふりがな） 

団体名 

 

団体住所  

ホームページ  

氏 名  

住 所  

電 話 （ＦＡＸ） 
代表者 

メール  

氏 名  

住 所  

電 話 （ＦＡＸ） 

区
か
ら
の 

連
絡
先 

メール  

設立年月 団体設立   年   月 

団体の目的 

 

 

 

 

主な活動内容 

 

 

 

 

 

 

過去の活動実績 

 

 

 

 

 

 

 

団体の 

構成員 

役員、理事など           （  人） 

専従有給職員            （  人） 

常時活動しているボランティアスタッフ（  人） 

団体の定款・規約・会則等、団体の構成員名簿、事業計画書（現年度分）、事業報告書（過去

１年分）を必ず添付してください。 



練馬区ＮＰＯ活動支援センター 

 

 練馬区ＮＰＯ活動支援センターでは、複数の団体が各団体の活動拠点となる施設におい

て、区内のＮＰＯ法人やボランティア団体の運営や活動を支援しています。 

 協働事業提案制度で提案に必要な提出書類の書き方や公開プレゼンテーションの方法な

どについて、アドバイスが必要な団体は、お気軽にご相談ください。 

相談は、同センターの各運営団体に直接ご連絡ください。（相談時間：平日9時～17時） 

 

運営団体 

■ＮＰＯ法人練馬区障害者福祉推進機構 

 住 所 練馬区豊玉北４－１１－７ ＢＳ第２ビル 

  電 話 03-6904-1033  ＦＡＸ 03-5946-4902 

     

■社会福祉法人練馬区社会福祉協議会 

 ボランティア・地域福祉推進センター 

  住 所 練馬区豊玉北６－１２－１ 練馬区役所東庁舎４階 

  電 話 03-3994-0208  ＦＡＸ 03-3994-1224 

 

 ■ＮＰＯ法人インターネットビジネス研究所 

  住 所 練馬区早宮１－１８－１５ 

  e-mail  info@ib-r.com 

 

 

練馬区ＮＰＯ活動支援センターの主な事業 

 １ 相談事業 

   ・ＮＰＯ法人の設立や運営、人材募集等の一般相談、会計・税務・労務の相談 

   ・ボランティア活動に関する相談 

   ・情報システム、インターネット利用等に関する相談 

 ２ 情報受発信・団体間ネットワークの構築 

   ホームページの運営やねりまＮＰＯニュースの発行 

 ３ 人材確保・育成事業 

   人材育成のための講座実施や人材育成のための専門家の派遣 

 ４ 講座・イベント実施事業 

   ＮＰＯ・ボランティア団体の活動に関する各種講座やイベントの実施 

                                        

練馬区ＮＰＯ活動支援センターホームページ http://nerima-npo.com   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 2３年度 

練馬区協働事業提案制度募集要項 

 

平成２３年（201１年）８月 

練馬区区民生活事業本部産業地域振興部 

地域振興課区民協働推進担当係（本庁舎９階） 

        〒176-8501 練馬区豊玉北６－１２－１ 

         電    話 ５９８４－１２４７（直通） 

         ファクシミリ ３５５７－１３５１ 

         電子メール  chiiki11@city.nerima.tokyo.jp 

              区ホームページ http://www.city.nerima.tokyo.jp/ 

 

 


